
妊婦のための支援給付金は、

　　流産・死産等をされた方も対象になります。

下記の書類を健康推進課まで提出してください。
書類の内容を確認の上、振込先口座に給付金を
お振り込みします。

提出書類
　「胎児の数の届出書（ピンク色の用紙）」 

胎児の数×５万円支給額

給付金と相談窓口のご案内

　　　　　※その他、相談機関もありますので、同封の書類「流産・死産等を経験された方へ」も
　　　　　　ご覧下さい。　　　　　　　　　　　　

　　　　　　常陸大宮市では、

給付のご案内はもちろん悩みや不安なども

お話しいただけます。

深い悲しみや辛く悲しい気持ち、

誰にも話せないで孤独を感じている気持ちなど

ひとりで抱え込まず、相談してみませんか。

 
 

申請・相談

常陸大宮市保健福祉部健康推進課　茨城県常陸大宮市北町388-2
TEL 0295-54-7121
メールアドレス　kagayaki@city.hitachiomiya.lg.jp 

申請方法
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